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地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（抜粋版）

令和 ４年 ２月１５日 国 総 地 第 ６ １ 号

国鉄総第３８５号

国鉄都第１５５号

国自旅第４６２号

国自技環第１５８号

国海内第２７２号

附 則（国総地第６１号、国鉄総第３８５号、国鉄都第１５５号、国自旅第４６２号、

国自技環第１５８号、国海内第２７２号）

第１条 この要綱の改正は、令和３年度第一次補正予算から施行する。

（自動運転実証調査事業）

第２条 大臣は、令和３年度第一次補正予算に限り、自動運転による地域公共交通実証

調査事業（以下「自動運転実証調査事業」という。）を行う者（以下この条から附則

第１９条までにおいて「補助対象事業者」という。）に対し予算の範囲内において補

助金を交付する。

（補助対象事業等）

第３条 大臣は、補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象として大臣が認

める経費（以下この条から附則第１９条までにおいて「補助対象経費」という。）に

ついて、予算の範囲内において補助対象事業者に対し補助金を交付する。

２ 自動運転実証調査事業における補助対象経費の区分及び補助率は、附則別表１に定

めるものとする。

（補助金の額）

第４条 国が交付する補助金の額は、補助対象経費に附則別表１に定める補助率を乗じ

て得た額以内とする。

（補助金交付申請）

第５条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、すみやかに様式第

１０―１による補助金交付申請書を大臣に提出しなければならない。

（交付の決定及び通知）

第６条 大臣は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、

交付決定を行い、様式第１０－２による交付決定通知書を補助対象事業者に通知する

ものとする。

２ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
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（交付決定の変更等の申請）

第７条 補助対象事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、様式第１

０－３による交付決定変更申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

ただし、軽微な場合を除く。

（交付決定の変更及び通知）

第８条 大臣は前条の規定による交付決定変更申請書の提出があったときは、審査の上、

交付決定の変更を行い、様式第１０－４による交付決定変更通知書を補助対象事業者

に通知するものとする。

１ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

（申請の取下げ）

第９条 補助対象事業者は、補助金の交付の決定後、その交付の決定に係る申請の取り

下げをするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して３０日以内に、その旨を

記載した書面を大臣に提出しなければならない。

（状況報告）

第１０条 補助対象事業者は、大臣の要求があった場合には、すみやかに様式第１０－

５による状況報告書を大臣に提出しなければならない。

２ 補助対象事業者は、補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しない見込みである

ときは、状況報告書にその理由を付して事業年度の３月１０日までに大臣に提出しな

ければならない。ただし、附則第６条第１項又は附則第８条第１項の通知が当該事業

年度の３月１０日以降に行われた場合は、大臣が別に指定する日までとする。

３ 補助対象事業者は、前項の補助対象事業の遂行状況について次事業年度第２四半期

終了後、すみやかに状況報告書を大臣に提出しなければならない。

（実績報告）

第１１条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から１か月を経

過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに様式第１０－６による完了

実績報告書を大臣に提出しなければならない。ただし、補助対象事業の全部が交付決

定年度内に完了しないときには、翌年度の４月３０日までに様式第１０－７による終

了実績報告書を大臣に提出しなければならない。

（補助金の額の確定等）

第１２条 大臣は、前条第１項本文の規定による完了実績報告を受けた場合であって、

その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付し

た条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第１０－８

により補助対象事業者に通知するものとする。
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（補助金の請求）

第１３条 補助対象事業者は、国から補助金の支払いを受けようとするときは、様式第

１０－９による補助金支払請求書を大臣に提出しなければならない。なお、必要があ

ると認められる経費については、概算払をすることができる。

（事業の中止等）

第１４条 補助対象事業者は、補助対象事業の中止、廃止又は譲渡を行おうとする場合

は、その旨を記載した書面を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

（補助金の整理）

第１５条 補助対象事業者は、補助対象経費に係る補助金について収入及び支出に関す

る帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならな

い。

２ 補助対象事業者は、前項の帳簿とともにその内容を証する書類を整理して、補助対

象事業の完了する日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。

（取得財産等の整理）

第１６条 補助対象事業者は、取得財産等に関する特別の帳簿を備え、取得財産等を取

得し、又は効用の増加した時期、所在場所、価格及び取得財産等に係る補助金等の取

得財産等の状況が明らかになるよう整理しなければならない。

（帳簿等の保存）

第１７条 補助対象事業者は、次の各号に掲げる帳簿等を、次項で定める期間保存して

おかなければならない。

一 取得財産等の得喪に関する書類

二 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料類

２ 前項で規定する期間は、処分制限期間告示に定める期間とする。

（取得財産等の管理等）

第１８条 補助対象事業者は、取得財産等について、補助対象事業の完了後においても、

善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を

図らなければならない。

（取得財産等の処分の制限）

第１９条 補助対象事業者は、取得財産等について、補助金交付の目的及び耐用年数省

令を勘案して、大臣が別に定める期間を経過するまでは、大臣の承認を受けないで補

助金の交付の目的に反して処分をしてはならない。

２ 補助対象事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ様式第１０－１

０による財産処分承認申請書を提出して大臣の承認を受けなければならない。
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３ 大臣は、前項の承認をしようとする場合において、交付した補助金のうち第１項の

処分時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を原則として返還さ

せるとともに、さらに、当該処分により補助対象事業者に利益が生じるときは、交付

した補助金額の範囲内でその利益の全部又は一部を国に納付させることとする。



附則別表１（令和４年２月１５日改正附則第３条第２項及び附則第４条関連）

補助金の名称 補助事業 補助率

補助対象 内容

経費の区分

（１）自動運 自動運転に バス等の地域公共交通サービスを自動 定額

転実証調査事 よる地域公 運転により提供しつつ、技術面、経営面、

業（間接補助） 共交通実証 住民の受容性の観点から行う実証事業に

調査事業費 要する経費

業務管理費 労務費、普及関連費、外注費、会議費、 定額

旅費、通信運搬費、消耗品費、物品費、

事務所維持費、光熱水費、賃借料、印刷

費、図書費、謝金、広告費、その他事業

を行うために特に必要と認められるもの

（公租公課等）

（２）自動運 人件費 補助事業に従事する者の作業時間に対 定額

転実証調査事 する人件費

業（直接補助） 事業費 旅費、会議費、謝金、備品費、借料及 定額

び損料、消耗品費、外注費、翻訳・通訳

費、印刷製本費、補助員人件費、その他

諸経費、委託費

１．補助対象経費には、土地の取得に要する費用を除く。

２．補助対象経費に係る消費税のうち、仕入れ控除を行う場合における仕入控除の対象と

なる消費税相当分については、補助対象としないものとする。

また、補助対象経費にかかる消費税のうち、一部又は全部について仕入控除ができな

い場合は、その旨を記した理由書を申請書に添付し、補助対象経費にかかる消費税相当

額も補助対象とするものとする。上記により消費税相当額を含めた補助対象経費とした

場合は、様式第１０―１１に当該補助対象事業完了年度の消費税の確定申告書等を添付

して提出するものとする。


